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令和6年8月18日 

令和6年度 学校関係者評価委員会報告書 

      学校法人 大原学園 

大原ビジネス公務員保育専門学校姫路校 

学 校 関 係 者 評 価 委 員 会 

学校法人大原学園 大原ビジネス公務員保育専門学校姫路校 学校関係者評価委員会は、令和5年度自己点検・

評価報告書に基づいて学校関係者評価を実施し、以下の通り報告致します。 

１．学校関係者評価委員会の実施状況 

（１）実施日・場所 

 日時  令和6年8月1日（木）  15:00 ～ 15:50 

 場所  大原学園姫路校 6階06A教室 

（２）出席者 

  ①学校関係者評価委員

氏名 団体・企業名 役職等 

成田 篤史 青山商事 株式会社 店長 

岸 昌二 株式会社 オーティエス 会長 

白石 知樹 公立神崎総合病院 医事企画課長 

  ＜欠席者＞ 髙橋 真由美 学校法人 五字ヶ丘幼稚園 副園長 

        豊 美香 株式会社 サップス 

②事務局 

氏名 団体・企業名 役職等 

三好 康弘 学校法人大原学園 校長 

髙木 法子 学校法人大原学園 部長 

百合 功治 学校法人大原学園 課長 

久保 昌弘 学校法人大原学園 課長補佐 

（３）配布資料 

  ・令和5年度 自己点検・評価報告書 

  ・学校関係者評価委員会 会議資料 

（４）議題内容 

   令和5年度の自己点検・評価報告書について説明を行い、特に提言を頂きたい重点項目について、学校関

係者評価委員へ伝達したうえで開催された。 
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２．学校関係者評価委員会の評価結果報告 

（１）基準1 教育理念・目標・育成人材像 

  ①自己評価の状況 

中項目 小項目 自己評価 

理念・目的・ 

育成人材像 

1-1-1 理念・目的・育成人材像は定められているか 定めている

1-1-2 育成人材像は専門分野に関連する業界等のニーズに適合し

ているか 
８０％ 

1-1-3 理念等の達成に向け特色ある教育活動に取組んでいるか ８０％ 

1-1-4 社会のニーズ等を踏まえた将来構想を抱いているか ８０％ 

  【総 括】 

  当学園の教育理念は、学生に対して資格取得教育、実務教育を施し、人格の陶冶を行いもって有為な産業

人を育成することである。

■教育信条

将来の社会発展のために、学習意欲がある全ての世代の方に学修機会を提供し、将来の社会発展・平和

に寄与できる人材を育成する。

■教育目的

「医療、保育、スポーツ並びにこれらのビジネス等に関わる教育及び人格の陶冶を行い、有為な産業人を

育成する」ことを目的とする。

■次に掲げるディプロマポリシーに基づき、本学での学習を修了した学生に卒業を認定します。

1.  在学期間を通して、出席状況や学習態度が良好で、真摯に取り組んだことが認められる

2.  大原学園が教育課程ごとに規定する必要な時間を履修し、専門的な知識やスキルを身につけている

と認められる

3.  マナーやコミュニケーションなど、社会人としての基礎力を身につけており、社会への貢献が期待

できる

この教育理念を実現するために、主に高校卒業生を入学対象としている専門課程と、大学生・社会人を入

学対象とした附帯教育を二本柱にしながら、資格取得教育を中心に実務に対応できる人材の育成を行って

いる。これら教育理念・目的・育成する人材像は、大原学園ホームページなどで周知徹底されている。そ

の教育理念・目的のもとで、教職員が質の高い教育を実践し、目指す人材を育成している。

  ②委員からの提言 

驎委員から意見なし 

（２）基準２ 学校運営 

  ①自己評価の状況 

中項目 小項目 自己評価 

運営方針 2-2-1 理念に沿った運営方針を定めているか 定めている

事業計画 2-3-1 理念等を達成するための事業計画を定めているか 定めている

運営組織 2-4-1 設置法人は組織運営を適切に行っているか ９０％ 

2-4-2 学校運営のための組織を整備しているか ９０％ 

人事・給与制度 2-5-1 人事・給与に関する制度を整備しているか ８０％ 

意思決定システム 2-6-1 意思決定システムを整備しているか ９０％ 

情報システム 2-7-1 情報システム化に取り組み、業務効率化を図っているか ８０％ 

  【総 括】 

   意思決定システムが確立されており、学園全体の運営方針は理事会・評議員会で、各校の運営方針は校長

を中心とした運営会議で定められている。
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また、その内容は全体朝礼およびイントラネットやグループウェアにて速やかに告知するとともに各課で

周知徹底している。

 学校の運営方針を反映した事業計画（目標達成プログラム）は毎年度作成されており、各部署では目標を

達成すべく定期的にその内容と進捗とを確認し、必要ならば支援や計画の修正を行っている。組織および

教職員の業務分掌も明確に規定されている。

人材の育成では、職能等級制度やＣ&Ｄ目標管理制度などの人材育成・処遇システムがあり、能力や職位

に応じた適切な研修を実施している。特に教育の基盤をなす教員においては定期的・段階的な指導力向上

研修を実施している。また、そのための人事関連の規程は明文化され、全教職員に配布されている。

     ※Ｃ&Ｄ＝Communication & Development

  ②委員からの提言 

□委員から意見なし 

（３）基準３ 教育活動 

  ①自己評価の状況 

中項目 小項目 自己評価 

目標設定 3-8-1 理念等に沿った教育課程の編成方針、実施方針を定めて

いるか 
定めている

3-8-2 学科毎の修業年限に応じた教育達成レベルを明確にして

いるか 

明確に 

している 

教育方法・評価等 3-9-1 教育目的・目標に沿った教育課程を編成しているか ８０％ 

3-9-2 教育課程について、外部の意見を反映しているか ７０％ 

3-9-3 キャリア教育を実施しているか ８０％ 

3-9-4 授業評価を実施しているか ７０％ 

成績評価・単位認

定等 

3-10-1 成績評価・修了認定基準を明確化し、適切に運営している

か 
８０％ 

3-10-2 作品及び技術等の発表における成果を把握しているか ７０％ 

資格・免許の取得

の指導体制 

3-11-1 目標とする資格・免許は、教育課程上で明確に位置づけて

いるか 
８０％ 

3-11-2 資格・免許取得の指導体制はあるか ９０％ 

教員・教員組織 3-12-1 資格・要件を備えた教員を確保しているか。 ８０％ 

3-12-2 教員の資質向上への取組みを行っているか ７０％ 

3-12-3 教員の組織体制を整備しているか ８０％ 

  【総 括】 

   本校の教育目標・育成人材像は、業界が求める人材像を目標として体系的に教育課程が編成されている。

 入学時より各学科において、「入社後、即戦力として活躍する」ために必要な人材になることを目標とし、

そのために必要なスキル習得の必要性を動機づけしている。卒業までの教育期間で行う資格試験などの目

標を明確にすることで、学習意欲向上を図っている。

今後も業界ニーズの把握に努め、時代の変化に対応できる教育目標を立てていきたい。

 また、スキル習得にあたっては、各種検定試験・資格習得・技術習得を目標として、体系的な教育課程を

編成している。各科目の教育期間においても試験の実施や提出課題の確認により学生が習得状況を実感で

きる機会を設け、「日々成功体験が実感できる」教育課程を編成している。

今後も検定試験の変更や入学生の学力変化に対応できるように、定期的な見直しを図っていきたい。
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  ②委員からの提言 

作品および技術等の成果発表について保育学科においては、オペレッタ発表会や卒業発表会を行ってい

る。全国または各エリアにて実施している卒業研究では、コンテストを実施し成果評価を企業の人事担

当者や現場担当者に依頼し、一定の評価を得ている。分野によっては技術等の成果発表が出来ておらず、

例えばスポーツ産業学科は成果発表の機会を設けられていない。作品および技術等の成果発表について

企業内での取り組に関し、各委員から以下の提言があった。 

(青山商事株式会社：成田様) 

各店舗の Google のコメントや評価を参考にしたり、成功事例を披露する月例会議を開催したりして、

運営力の向上を図っている。また、一般社員より新商品や新事業を公募し、役員会で発表の機会を設け

るなど、社員のアイデアを経営に生かす仕組みを整えている。 

(株式会社オーティエス：岸様) 

自社では成果発表の機会はあまりないが、仕入先の前年実績やサービスマンのコンテスト順位を参考に

しながら取引している。 

(公立神崎総合病院：白石様) 

年1回、患者対象に病院満足度調査を実施し、運営の参考にしている。定期的に院内の統一テーマを決

め、各部署の取組の成果を発表する機会を設けている。 

教員の資質向上について定期的に学生アンケートを実施するほか、上司の講義聴講等により専門性、教

授力の把握・評価を行っている。企業等と連携した教員研修や外部研修を通じて、学科ごとに目指す試

験の制度や業界ニーズに合わせた教育を実現するため教員の資質向上に努めている。教員の資質を向上

するため、必要な研修について各委員から以下の提言があった。 

(青山商事株式会社：成田様) 

新入社員には、理由を明確にして納得させたうえで行動するよう教育している。そのため、人材育成に

は、高いコミュニケーションスキルが求められる。面談する場合は、テーマを明確にして事前準備を徹

底すること、相手の行動に対し気づいたことを日頃から書き留めておくことが重要である。 

(株式会社オーティエス：岸様) 

コロナ禍以降、オンライン研修を通じて知識を得られる機会が格段に増加している。また、社員はメー

カーまで新製品の講習会に積極的に参加している。このように、関連業界と積極的に交流し、自身の業

務の幅を広げていくことが重要である。 

(公立神崎総合病院：白石様) 

コンプライアンス研修やハラスメント研修を通じて、学生との正しい接し方を身に付けていく必要があ

る。自身の怒りの感情をコントロールできるようアンガーマネジメントもできるようにしたい。 

（４）基準４ 学修成果 

  ①自己評価の状況 

中項目 小項目 自己評価 

就職率 4-13-1 就職率の向上が図られているか ８０％ 

資格・免許の取得率 4-14-1 資格・免許の取得率の向上が図られているか ８０％ 

卒業生の社会的評価 4-15-1 卒業生の社会的評価を把握しているか ７０％ 

  【総 括】 

   本校の教育成果については、大きな柱である「就職」「資格取得」、「実技習得」ともに当初の目標を十分に
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達成できており、かつ向上を図るためのデータ収集と継続的な検討を重ねている。

就職に関しては、内定獲得ではなく、「入社後、即戦力として活躍する」ことを目標として、入学当初より

動機付けおよび指導を行っており、その集大成として入社準備教育の開発を行ってきた。

今後も現場のニーズに基づき内容等の充実を図るとともに、競合他校との差別化として、単なる就職実績

（数値）だけではなく、教育内容を保護者等、高校（教員）、就職先の担当者へよりアピールしていきたい。

また、各種検定試験・資格取得に関しては、近年の政治・経済情勢のめまぐるしい変化に応じて、試験傾

向や試験範囲だけでなく、試験制度そのものの変更が行われるケースも増えている。このような状況の中

で、継続的・安定的な合格実績を達成していくために、変化に対応した高品質な教材をタイムリーに開発

するとともに、学生を合格に導くための知識・指導力を身につけた担当者の育成に力を入れていきたい。

  ②委員からの提言 

□委員から意見なし 

（５）基準５ 学生支援 

  ①自己評価の状況 

中項目 小項目 自己評価 

就職等進路 5-16-1 就職等進路に関する支援組織体制を整備しているか ８０％ 

中途退学への対応 5-17-1 退学率の低減が図られているか ７０％ 

学生相談 5-18-1 学生相談に関する体制を整備しているか ７０％ 

5-18-2 留学生に対する組織体制を整備しているか － 

学生生活 5-19-1 学生の経済的側面に対する支援体制を整備しているか ７０％ 

5-19-2 学生の健康管理を行う体制を整備しているか 健康診断を 

実施している

5-19-3 学生寮の設置など生活環境支援体制を整備しているか ５０％ 

5-19-4 課外活動に対する支援体制を整備しているか ６０％ 

保護者等との連携 5-20-1 保護者等との連携体制を構築しているか ７０％ 

卒業生・社会人 5-21-1 卒業生への支援体制を整備しているか ７０％ 

5-21-2 産学連携による卒業後の再教育プログラム開発・実施に

取組んでいるか 
６０％ 

5-21-3 社会人のニーズを踏まえた教育環境を整備しているか ６０％ 

  【総 括】 

   学生の教育の充実を図ると共に、さまざまな面でのサポートの充実も学園生活では大切なことであるが、

これらも含めて概ね学生の満足が得られている。

就職支援、学生相談、経済的支援、健康管理、課外活動等、学生支援の体制が整っている。

カウンセラーや健康相談など、専門的な人材が必要とされるような傾向が社会的にあるが、現状担任との

結びつきを強め、個別相談や就職相談などを行っている関係上、専門的人材が現在の教育体制の中で必ず

必要か否かは、明確ではない。将来的には、社会的な動きやニーズから検討していく必要はある。

ご家庭との連携をベースに学生指導を行う体制となっている。

卒業生への支援は、同窓会が存在していないが、卒業生のニーズと帰属意識および学校としての有用性を

鑑みて、検討していくものである。

求人斡旋では卒業生のために卒業生サイトにて中途求人紹介等の案内を行っているが、活用度合いはあま

り高くない。今後、活用しやすくなるよう工夫をしていく必要がある。
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  ②委員からの提言 

課外活動に対する支援体制については現在、希望者に対して学校所在地自治体等のボランティアを紹介

している。今後、さらなる支援として課外活動、レクリエーションを行うことを検討中である。企業内

で実施されている課外活動やレクリエーションを参考としてお伺いした。 

(青山商事株式会社：成田様) 

社員は駅伝大会、河川清掃ボランティアに参加していえる。中学・高校生の職場体験を通じて、社員に

は教える難しさを体験させている。 

(株式会社オーティエス：岸様) 

自社では、仕入先やメーカーのゴルフコンペに参加することが多い。コロナ禍以降、飲み会等の交流の

機会は減少傾向にある。 

(公立神崎総合病院：白石様) 

元看護士がボランティアグループを結成し、毎週火曜午前に、病院の空き部屋で患者向けの茶話会やレ

クリエーション会を実施している。 

（６）基準６ 教育環境 

  ①自己評価の状況 

中項目 小項目 自己評価 

施設・設備等 6-22-1 教育上の必要性に十分対応した施設・設備・教育用具等

を整備しているか 
９０％ 

学外実習、インター

ンシップ等 

6-23-1 学外実習、インターンシップ、海外研修等の実施体制を

整備しているか 
８０％ 

防災・安全管理 6-24-1 防災に対する組織体制を整備し適切に運用しているか ７０％ 

6-24-2 学内における安全管理体制を整備し、適切に運用してい

るか 
７０％ 

  【総 括】 

  １年から２年の間、学習を進めていく中で、時代にあった教育課程を実践することが、学生または保護者等

を満足させることになる。そのためには、その教育課程を遂行するための教育設備ならびに学習環境を整

えなければならないのは当然である。

 しかし、整備をするためには資金が必要であるが、その調達が難しいのが現実である。

国や地方公共団体が、専修学校に対し大学や高等学校と同様の支援をしてくれることを希望する。

 また、教育環境が整えられたとしても環境維持をしていかなければならない。それを担う人的な教育も疎

かにしてはならないと考えている。 

  ②委員からの提言 

□委員から意見なし 

（７）基準７ 学生募集と受入れ 

  ①自己評価の状況 

中項目 小項目 自己評価 

学生募集活動 7-25-1 高等学校等接続する教育機関に対する情報提供に取組

んでいるか 
８０％ 
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7-25-2 学生募集活動を適切かつ効果的に行っているか ７０％ 

入学選考 7-26-1 入学選考基準を明確化し、適切に運用しているか ８０％ 

7-26-2 入学選考に関する実績を把握し、授業改善等に活用して

いるか 
６０％ 

学納金 7-27-1 経費内容に対応し、学納金を算定しているか 算定 

している 

7-27-2 入学辞退者に対し、授業料等について、適切な取扱いを

行っているか 
行っている

  【総 括】 

   １８歳人口減少の中、教育成果を学生募集活動に繋げられるよう工夫を凝らし、維持発展を続けている。

その中で、世の中に出てから役に立つ、真の教育カリキュラムと施設・設備を整え、高校生のみならず保

護者が満足する教育が準備できている。

これらのことをしっかり伝えられるように、高校生および保護者対応を準備し、正しい進路選択ができる

ように学生募集を行う。

  ②委員からの提言 

□委員から意見なし 

（８）基準８ 財務 

  ①自己評価の状況 

中項目 小項目 自己評価 

財務基盤 8-28-1 学校及び法人運営の中長期的な財務基盤は安定してい

るか 

安定 

している 

8-28-2 学校及び法人運営にかかる主要な財務数値に関する財

務分析を行っているか 
行っている

予算・収支計画 8-29-1 教育目標との整合性を図り、単年度予算、中期計画を策

定しているか 

策定 

している 

8-29-2 予算及び計画に基づき適正に執行管理を行っているか 行っている

監査 8-30-1 私立学校法及び寄附行為に基づき、適切に監査を実施し

ているか 

実施 

している 

財務情報の公開 8-31-1 私立学校法に基づく財務情報公開体制を整備し、適切に

運用しているか 
７０％ 

  【総括】 

  予算計画は理事会において目的と有効性が審議され、有効かつ妥当なものとなっている。

また予算の執行は運営会議により定期的に状況の確認が行われている。

このように、予算の計画と執行は適切に行われているが、予算執行に関する規程はなく、今後の課題であ

る。

私立学校法第３７条の学校法人監事による業務監査および会計監査を受け、学園運営が法令または寄附行

為への遵守性が確保されるように努めている。

また、私立学校振興助成法第１４条３項による公認会計士による会計監査も受け、財務の適正性を確保し

ている。

さらに財務部門から独立した立場である内部監査準備室を設け、監事監査および外部監査と連携を取り、

財務の適正性を日常レベルから確保するようにしている。

現在、学園の財務情報は大原学園ホームページでの閲覧が可能となっており、かつ学校毎の財務情報は閲
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覧請求に応じて、提供可能な状態である。

  ②委員からの提言 

驎委員から意見なし 

（９）基準９ 法令等の遵守 

  ①自己評価の状況 

中項目 小項目 自己評価 

関係法令、設置基準

等の遵守 

9-32-1 法令や専修学校設置基準等を遵守し、適正な学校運営を

行っているか 
９０％ 

個人情報保護 9-33-1 学校が保有する個人情報保護に関する対策を実施して

いるか 
８０％ 

学校評価 9-34-1 自己評価の実施体制を整備し、評価しているか 行っている

9-34-2 自己評価結果を公表しているか 公表 

している 

9-34-3 学校関係者評価の実施体制を整備し評価をしているか 行っている

9-34-4 学校関係者評価結果を公表しているか 公表 

している 

教育情報の公開 9-35-1 教育情報に関する情報公開を積極的に行っているか ７０％ 

  【総 括】 

   学校教育法、専修学校設置基準などの関連法令に基づき、学校法人の寄附行為に則り、適切な運営がされ

ており、諸規則集や学則等の文書化を通じて教職員への周知が計られている。

個人情報の保護については、平成 16 年から開始した情報セキュリティ活動の一環として、全面施行の平

成 18 年 4 月からはプライバシーポリシーを掲げて個人情報保護法の遵守をしている。また、情報セキュ

リティ委員会が中心となり、運用監査と新たな安全管理措置の追加が行われている。

自己点検・評価は今後も継続して実施していく方針である。また、問題点の改善は点検・評価の結果を踏

まえ、重点項目を挙げて取り組んでいる。さらに規程類も実施状況や法令などを考慮して実効性の高いも

のとしていく。

自己点検・評価報告書は印刷物の閲覧と大原学園ホームページでの閲覧があるが、その閲覧範囲に制限は

ない。 

  ②委員からの提言 

驎委員から意見なし 

（10）基準１０ 社会貢献・地域貢献 

  ①自己評価の状況 

中項目 小項目 自己評価 

社会貢献・地域貢献 10-36-1 学校の教育資源を活用した社会貢献・地域貢献を行っ

ているか 
７０％ 

10-36-2 国際交流に取組んでいるか ５０％ 

ボランティア活動 10-37-1 学生のボランティア活動を奨励し、具体的な活動支援

を行っているか 
７０％ 
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【総 括】 

   大原の教育は社会的に高い評価を得ており、その中には幅広い年齢層に対し、様々な教育サービスを提供

している附帯教育事業や留学生のための学校も含まれている。

これらの教育における社会貢献についてさらに充実を図るとともに、今後は地域への貢献や世界規模での

貢献も積極的に視野に入れ、広い意味での人格教育として展開を進めていきたい。

  ②委員からの提言 

驎委員から意見なし 

（11）総評 

  大原学園姫路校に対する、現状へのアドバイスや今後の要望等のご意見を頂きたい。 

 大原ビジネス公務員保育専門学校姫路校では、全コースでのデジタル教材の活用、オンライン授業の

導入等、時代のニーズに合った教育を積極的に取り入れられており、社会に有用な人材育成を図ること

ができている。特に、個人の能力の指針となる資格取得実績も高く、企業からの社会的信用度も高い。

また、学生への専門教育のみならず、ビジネスマナー教育が行き届いており、学ぶ姿勢、言葉遣い等、

他者への配慮が優れていると好評である。それらの相乗効果によって、高い就職内定率につながってい

ると思われる。 

 今後、学生には、教育の成果を披露する機会を与えたり、ボランティア活動等への参加を促したりし

てほしい。そのような経験は、学生が社会における自身の立ち位置を把握し、課題を発見し克服するこ

とで、組織人として業務をするうえで生かすことができる。併せて、時代の変化に対応できるように、

教職員も外部研修等には積極的に参加し、学生から信頼を獲得できるようなコミュニケーション能力の

向上に努めてほしい。 

昨今、若手人材の不足が顕著となり、就職活動では売り手市場が続いている。そのため、若手人材の

離職率も高い傾向にある。企業は、若年層の気持ちに寄り添いながら、丁寧に育てていく必要があるこ

とを認識した。当校でも、学生全員を一律に指導するといった手法に拘らず、学生個人の状況を日々把

握しつつ、個人面談を重ねていくことで、教職員と学生の信頼関係を構築できるように努めたい。 

 そのためには、教職員のコーチング、カウンセリング等のコミュニケーションスキルの向上、自身の

感情をコントロールする技術が欠かせない。そして、過去の指導法に執着することなく、デジタルツー

ルの活用等の様々な教育手法の導入を図り、教職員の間でも研鑽を深めていく必要がある。当校も、各

種企業や官庁との交流を通じて、どのような人材が社会に求められているかを把握し、引き続き知識・

技能のみならずコミュニケーション能力も兼ね備えた人材の育成に努めて参りたい。 


